
新（変更案） 旧（現行） 

別紙1 「≪参考：災害の類型と関連法制≫」 （目次 P.13） 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

感染症法、 

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ特措法等
等 
 

新型インフルエンザ 

国民保護法 
 

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策行動計画等 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙2 「計画の体系」 （P.6 第1章第3節） 
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要配慮者支援のしくみの整備 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙3 「指定地方行政機関」 （P.12 第1章第6節） 
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関東経済産業局 

１ 救援物資の円滑な供給の確保 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

３ 被災中小企業の振興 

関東東北産業保安

監督部 

１ 危険物等の保全 

２ 鉱山における災害時の応急対策 

 

 
関東地方整備局 

１ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

２ 港湾施設の使用に関する連絡調整 

３ 港湾施設の応急復旧 

関東運輸局 
１ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

東京航空局 
１ 飛行場使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

東京航空交通管制

部 
航空機の安全確保に係る管制上の措置 

東京管区気象台 

 
気象状況の把握及び情報の提供 

第三管区海上保安

本部 

１ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 

２ 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 

３ 生活関連等施設の安全確保にかかる立入り制限区域の指定等 

４ 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の武力攻撃 

災害への対処に関する措置 

（新規） （新規） 

（新規） （新規） 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

東京防衛施設局 
１ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

関東総合通信局 

１ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関すること 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成 

関東財務局 

１ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の指示 

３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

東京税関 輸入物資の通関手続 

関東信越厚生局  救援等に係る情報の収集及び提供 

東京労働局 被災者の雇用対策 

関東農政局 
１ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

関東森林管理局 武力攻撃災害復旧用材（国有林材）の供給 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

（削除） （削除） 

関東総合通信局 

１ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関すること 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成 

関東財務局 

１ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の指示 

３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

東京税関 輸入物資の通関手続 

関東信越厚生局  救援等に係る情報の収集及び提供 

東京労働局 被災者の雇用対策 

関東農政局 
１ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

関東森林管理局 武力攻撃災害復旧用材（国有林材）の供給 

 
関東経済産業局 

１ 救援物資の円滑な供給の確保 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

３ 被災中小企業の振興 

関東東北産業保安

監督部 

１ 危険物等の保全 

２ 鉱山における災害時の応急対策 

 

 
関東地方整備局 

１ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

２ 港湾施設の使用に関する連絡調整 

３ 港湾施設の応急復旧 

関東運輸局 
１ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

東京航空局 
１ 飛行場使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

東京航空交通管制

部 
航空機の安全確保に係る管制上の措置 

東京管区気象台 

 
気象状況の把握及び情報の提供 

第三管区海上保安

本部 

１ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 

２ 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 

３ 生活関連等施設の安全確保にかかる立入り制限区域の指定等 

４ 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の武力攻撃 

災害への対処に関する措置 

関東地方環境事務

所 
（※事務又は業務の大綱を記載） 

北関東防衛局 
１ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 
２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙4 「自衛隊」 （P.13 第1章第6節） 

 

機 関 の 名 称  事 務 又 は 業 務 の 大 綱  

陸 上 自 衛 隊 

東部方面総監部 
武力攻撃事態等における国民保護措置の実施及び関係機関が実施する国民保護

措置の支援等（避難住民の誘導、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処、応

急復旧など） 

   

海 上 自 衛 隊 

横 須 賀 地 方 隊 

航 空 自 衛 隊

航 空 総 隊 
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機 関 の 名 称  事 務 又 は 業 務 の 大 綱  

陸 上 自 衛 隊 

東部方面総監部 

武力攻撃事態等における国民保護措置の実施及び関係機関が実施する国民保護

措置の支援等（避難住民の誘導、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処、応

急復旧など） 

   

海 上 自 衛 隊 

横須賀地方総監

部 

航 空 自 衛 隊 

作戦システム運

用隊 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙5 「指定公共機関・指定地方公共機関」 （Ｐ13 第1章第6節）  

機関の名称 事務又は業務の大綱 

災害研究機関 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

放送事業者 
警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を含む。）の内容

並びに緊急通報の内容の放送 

運送事業者 
１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 
１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱い 

電気事業者 電気の安定的な供給 

ガス事業者 ガスの安定的な供給 

水道事業者 

水道用水供給事業者 

工業用水道事業者 

水の安定的な供給 

日本郵政公社 郵便の確保 

一般信書便事業者 信書便の確保 

病院その他の医療機関 医療の確保 

河川管理施設、道路、

港湾、空港の管理者 
河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理 

日本赤十字社 

１ 医療救護 

２ 外国人の安否調査 

３ 赤十字救援物資の備蓄及び配分 

４ 災害時の血液製剤の供給 

５ その他の救援 

日本銀行 

１ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じた

信用秩序の維持 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

災害研究機関 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

放送事業者 
警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を含む。）の内容

並びに緊急通報の内容の放送 

運送事業者 
１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 
１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱い 

電気事業者 電気の安定的な供給 

ガス事業者 ガスの安定的な供給 

水道事業者 

水道用水供給事業者 

工業用水道事業者 

水の安定的な供給 

日本郵便株式会社 郵便の確保 

一般信書便事業者 信書便の確保 

病院その他の医療機関 医療の確保 

河川管理施設、道路、

港湾、空港の管理者 
河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理 

日本赤十字社 

１ 医療救護 

２ 外国人の安否調査 

３ 赤十字救援物資の備蓄及び配分 

４ 災害時の血液製剤の供給 

５ その他の救援 

日本銀行 

１ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

３ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

４ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

５ 各種措置に係る広報 

６ 海外中央銀行等との連絡・調整 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙6 「≪各局等が平素に行う業務≫」 （P26 第3章第1節）  

局 等 名  平 素 の 業 務  

知 事 本 局  

１ 報道機関との連絡に関すること 

２ 国民保護に関する放送の要請に関すること 

３ 大使館、米軍施設との情報連絡及び調整に関すること 

青少年・治安対策本部 他局に対する応援のための体制整備に関すること 

総 務 局 

１ 国民保護に関する総合調整に関すること 

２ 国民保護協議会の運営に関すること 

３ 国民保護計画の見直し・変更に関すること 

４ 初動体制の整備に関すること 

５ 職員の参集基準の整備に関すること 

６ 非常通信体制の整備に関すること 

７ 指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、区市町

村等との連携体制の整備に関すること 

８  区市町村に対する指導・連絡に関すること 

９ 国民の権利利益の救済に関する手続きの整備に関すること 

10 研修、訓練に関すること 

11 危機情報等の収集、分析等に関すること 

12 特殊標章（赤十字標章を除く）の交付、許可に関すること 

13 警報の通知、避難の指示、緊急通報に係る整備に関すること 

14 避難施設の指定に関すること 

15 被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

16 安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

17 都庁舎における警戒等の予防対策に関すること 

18 首都大学東京の施設における警戒等の予防対策に関すること 

19 その他各局等に属さない武力攻撃事態に関する整備 

財 務 局 

１ 国民保護対策関係の予算、その他財務に関すること 

２ 車両の調達に関すること 

３ 緊急通行車両確認標章に関すること 

４ 野外収容施設の設営に関すること 

 

局 等 名  平 素 の 業 務  

政 策 企 画 局  

１ 報道機関との連絡に関すること 

２ 国民保護に関する放送の要請に関すること 

３ 大使館との情報連絡及び調整に関すること 

青少年・治安対策本部 他局に対する応援のための体制整備に関すること 

総 務 局 

１ 国民保護に関する総合調整に関すること 

２ 国民保護協議会の運営に関すること 

３ 国民保護計画の見直し・変更に関すること 

４ 初動体制の整備に関すること 

５ 職員の参集基準の整備に関すること 

６ 非常通信体制の整備に関すること 

７ 指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、区市町

村等との連携体制の整備に関すること 

８  区市町村に対する指導・連絡に関すること 

９ 国民の権利利益の救済に関する手続きの整備に関すること 

10 研修、訓練に関すること 

11 危機情報等の収集、分析等に関すること 

12 特殊標章（赤十字標章を除く）の交付、許可に関すること 

13 警報の通知、避難の指示、緊急通報に係る整備に関すること 

14 避難施設の指定に関すること 

15 被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

16 安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

17 都庁舎における警戒等の予防対策に関すること 

18 首都大学東京の施設における警戒等の予防対策に関すること 

19 その他各局等に属さない武力攻撃事態に関する整備 

財 務 局 

１ 国民保護対策関係の予算、その他財務に関すること 

２ 車両の調達に関すること 

３ 緊急通行車両確認標章に関すること 

４ 野外収容施設の設営に関すること 
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新（変更案） 旧（現行） 
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別紙7 「≪各局等が平素に行う業務≫」 （P27 第3章第1節）  

主 税 局 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること 

生 活 文 化 局 

１ 国民保護に関する広報及び広聴に関すること 

２ 在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

３ 国民保護に係るボランティア等の支援に関わる総合調整に関すること 

４ 生活文化局が管理する施設における警戒等の予防対策に関すること 

（新規） （新規） 

都 市 整 備 局 

１ 建築物等の防災に関すること 

２ 住宅等の建設、補修等のための融資等に関すること． 

３ 応急仮設住宅等の確保及び応急修理に関すること 

４ 都営住宅に関すること 

 

環 境 局 
１ 高圧ガス及び火薬類の保安対策に関すること 

２ 廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること 

福 祉 保 健 局 

 

１ 医療及び防疫に関すること 

２ 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救護、安全確保及び支援に関する

こと 

３ 救援物資の備蓄、運送及び配分に関すること 

４ 避難者の運送及び避難施設の設営に関すること 

５ 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること 

６ 義援金品の受領及び配分に関すること 

７ 赤十字標章の交付、許可に関すること 

8 前各号に掲げるもののほか、保健衛生、救援及び保護に関すること（他

の局に属するものを除く。）。 

病 院 経 営 本 部 
１ 都立病院の医療救護体制の整備に関すること 

２ 都立病院施設の警戒等の予防対策に関すること 

産 業 労 働 局 
１ 中小企業及び農林漁業団体等の対策に関すること 

２ 産業労働局が管理する施設における警戒等の予防対策に関すること  

中 央 卸 売 市 場  
 生鮮食料品等の確保に関すること 

 

建 設 局 

１ 河川管理施設及び海岸保全施設の保全に関すること 

２ 道路及び橋梁の保全に関すること 

３ 水防に関すること 

４ 河川、道路等における障害物の除去に関すること 

５ 公園の保全に関すること 

港 湾 局 
港湾施設、海岸保全施設、都営漁港及び都営空港の警戒等の予防対

策に関すること  

出 納 長 室 

 
 現金及び物品の出納及び保管に関すること 

交 通 局 
１ 都営交通施設の警戒等の予防対策に関すること 

２ 電車、バス等による運送に関すること 

 

主 税 局 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること 

生 活 文 化 局 

１ 国民保護に関する広報及び広聴に関すること 

２ 在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

３ 国民保護に係るボランティア等の支援に関わる総合調整に関すること 

４ 生活文化局が管理する施設における警戒等の予防対策に関すること 

オリンピック・パラリ

ン ピ ッ ク 準 備 局 
 オリンピック・パラリンピック準備局が管理する施設における警戒等の予

防対策に関すること 

都 市 整 備 局 

１ 建築物等の防災に関すること 

２ 被災者が行う住宅等の建設、補修等のための応急融資等に関すること． 

３ 応急仮設住宅等の確保及び応急修理に関すること 

４ 都営住宅に関すること 

５ 米軍施設等との情報連絡及び調整に関すること 

環 境 局 
１ 高圧ガス及び火薬類の保安対策に関すること 

２ 廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること 

福 祉 保 健 局 

 

１ 医療及び防疫に関すること 

２ 高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦等の救護、安全確保及び支

援に関すること 

３ 救援物資の備蓄、運送及び配分に関すること 

４ 避難者の運送及び避難所の設営に関すること 

５ 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること 

６ 義援金の募集・受付・配分及び義援物資の取扱いに関すること 

７ 赤十字標章の交付、許可に関すること 

8 前各号に掲げるもののほか、保健衛生、救援及び保護に関すること（他

の局に属するものを除く。） 

病 院 経 営 本 部 
１ 都立・公社病院の医療救護体制の整備に関すること 

２ 都立・公社病院施設の警戒等の予防対策に関すること 

産 業 労 働 局 
１ 中小企業及び農林漁業団体等の対策に関すること 

２ 産業労働局が管理する施設における警戒等の予防対策に関すること  

中 央 卸 売 市 場  
１ 生鮮食料品等の確保に関すること 

２ 中央卸売市場が管理する施設における警戒等の予防対策に関すること 

建 設 局 

１ 河川管理施設及び海岸保全施設の保全に関すること 

２ 道路及び橋梁の保全に関すること 

３ 水防に関すること 

４ 河川、道路等における障害物の除去に関すること 

５ 公園の保全に関すること 

港 湾 局 
港湾施設、海岸保全施設、都営漁港及び都営空港の警戒等の予防対

策に関すること  

会 計 管 理 局  現金及び物品の出納及び保管に関すること 

交 通 局 
１ 都営交通施設の警戒等の予防対策に関すること 

２ 電車、バス等による運送に関すること 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙8 「（１）初動体制の基準」 （P.29 第3章第2節）  

状     況 体  制 

事態認定有 

本部設置指

定通知前 

 

・情報収集・分析等の対応が

必要な場合（全庁的な対応

の必要はなし） 

① 危機情報収集体制 

・全庁的な情報の収集・分析、

対応策の検討、総合調整が

必要な場合 

② 危機管理対策会議体制 

（新規） （新規） 

本部設置指

定通知後 

・都対策本部を設置し、国民

保護措置を実施 
③ 国民保護対策本部体制 

 

 

 

 

事態認定無 

・情報収集・分析等の対応が必要な場合（全

庁的な対応の必要はなし） 
① 危機情報収集体制 

・全庁的に情報の収集・分析、対応策の検

討、総合調整が必要な場合 
② 危機管理対策会議体制 

（新規） （新規） 

・突発的に事案が発生するなどにより、そ

の被害が災害対策基本法上の災害に該当

するため、国民保護に準じた措置を実施

する必要がある場合 

④ 災害対策本部体制 

 

武力攻撃事
態に類似し
た事案の発
生、又は発
生のおそれ 
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状     況 体  制 

事態認定有 

本部設置指

定通知前 

 

・情報収集・分析等の対応が

必要な場合（全庁的な対応

の必要はなし） 

① 危機情報収集体制 

・全庁的な情報の収集・分析、

対応策の検討、総合調整が

必要な場合 

② 危機管理対策会議体制 

・突発的かつ局地的な災害に

対し、国民保護対策本部を

立ち上げるまでの間 

③ 災害即応対策本部体制 

本部設置指

定通知後 

・都対策本部を設置し、国民

保護措置を実施 
④ 国民保護対策本部体制 

 

 

 

 

事態認定無 

・情報収集・分析等の対応が必要な場合（全

庁的な対応の必要はなし） 
① 危機情報収集体制 

・全庁的に情報の収集・分析、対応策の検

討、総合調整が必要な場合 
② 危機管理対策会議体制 

・突発的かつ局地的な災害に対し、災害対

策本部を立ち上げるまでの間 
③ 災害即応対策本部体制 

・突発的に事案が発生するなどにより、そ

の被害が災害対策基本法上の災害に該当

するため、国民保護に準じた措置を実施

する必要がある場合 

⑤ 災害対策本部体制 

 

武力攻撃事
態に類似し
た事案の発
生、又は発
生のおそれ 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙9 「≪体制の設置・総括者≫」 （P.30 第3章第2節） 

 
体 制 設置者（＊は招集者） 総  括 

① 危機情報収集体制 危機管理監＊ 総合防災部長 

② 危機管理対策会議体制 危機管理監＊ 危機管理監 

（新規） （新規） （新規） 

③ 国民保護対策本部体制 知事 本部長（知事） 

④ 災害対策本部体制 知事 本部長（知事） 
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体 制 設置者（＊は招集者） 総  括 

① 危機情報収集体制 危機管理監＊ 総合防災部長 

② 危機管理対策会議体制 危機管理監＊ 危機管理監 

③ 災害即応対策本部体制 危機管理監＊ 危機管理監 

④ 国民保護対策本部体制 知事 本部長（知事） 

⑤ 災害対策本部体制 知事 本部長（知事） 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙10 「（２）職員の参集基準」 （P.30 第3章第2節）  

 体 制  参 集 を 要 す る 職 員  

① 危機情報収集体制 
・総務局総合防災部職員 

・関係局国民保護主管課職員、事態・事案関係課職員 

② 危機管理対策会議体制 

・危機管理対策会議の構成員（危機管理監、各局危機管理主

管部長等） 

・総務局総合防災部職員 

・各局国民保護主管課職員、事態・事案関係課職員 

(新規) 

 

（新規） 

 

 

（新規） 

③ 国民保護対策本部体制 

④ 災害対策本部体制 

・本部長、本部員及び本部職員 

（本部職員は、防災計画に準じて別途定める「非常配備態勢

の基準」に基づき参集する。） 

 

 体 制  参 集 を 要 す る 職 員  

① 危機情報収集体制 
・総務局総合防災部職員 

・関係局国民保護主管課職員、事態・事案関係課職員 

② 危機管理対策会議体制 

・危機管理対策会議の構成員（危機管理監、各局危機管理主

管部長等） 

・総務局総合防災部職員 

・各局国民保護主管課職員、事態・事案関係課職員 

③ 災害即応対策本部体制 

・災害即応対策本部の構成員（危機管理監、危機管理監が指

名する局の危機管理主管部長等） 

・総務局総合防災部職員 

・危機管理監が指名する局の国民保護主管課職員、事態・事

案関係課職員 

④ 国民保護対策本部体制 

⑤ 災害対策本部体制 

・本部長、本部員及び本部職員 

（本部職員は、非常配備態勢の基準に基づき参集する。） 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙11 「③ 特別非常配備態勢」 （P.31 第3章第2節）  

職 員 の 居 住 地 等 参 集 場 所 

東京都災害対策職員住宅居住者 

（立川緑町住宅居住職員を除く。） 

東京都防災センター 

（第一本庁舎９階） その他の職員で本部活動に欠くことのできな

い職にある者 

（総合防災部職員等） 

立川市居住者で本庁に勤務する者 東京都立川地域防災センター 

（立川市緑町３２３３－２） 東京都災害対策職員住宅立川緑町住宅居住者 

上記以外の地

域に居住する

職員で 

本庁勤務の者 当該職員が勤務する本庁各局 

事業所勤務の者 当該職員が勤務する事業所 
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（削除） 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙12 「① 知事等が連絡不能等により指揮をとれない場合の代理」 （P.32 第3章第2節）
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名称  代替職員（第１順位）  代替職員（第２順位）  代替職員（第３順位） 

知   事  副知事（職務代理順序による） 

 副知事 

 副知事 

危機管理監 総合防災部長 
総合防災部情報統括担当

部長 
総合防災部防災対策課長 

局   長 

次長、技監又は総務部長

（各局においてあらかじ

め定める。） 

（各局においてあらかじめ定める。） 

 

 

名称  代替職員（第１順位）  代替職員（第２順位）  代替職員（第３順位） 

知   事  副知事（職務代理順序による） 

 副知事 

 副知事 

危機管理監 総合防災部長 
（危機管理監があらかじめ定める 

部長級又は課長級職員） 

局   長 

次長、技監又は総務部長

（各局においてあらかじ

め定める。） 

（各局においてあらかじめ定める。） 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙13 「② 都防災センターが被災し使用不能な場合の代替施設」 （P.32 第3章第2節） 

 施  設  名 場    所 

第１順位 東京都立川地域防災センター 立川市緑町３２３３－２ 

第２順位 旧知事公館 渋谷区松涛１－７ 

第３順位 

東京国際フォーラム 千代田区丸の内３－５－１ 

産業貿易センター台東館 台東区花川戸２－６－５ 

東京芸術劇場 豊島区西池袋１－８－１ 

青梅合同庁舎 青梅市新町６－７－１ 

味の素スタジアム 調布市西町３７６－３ 

 

 施  設  名 場    所 

第１順位 東京都立川地域防災センター 立川市緑町３２３３－２ 

（削除） （削除） （削除） 

第２順位 

東京国際フォーラム 千代田区丸の内３－５－１ 

産業貿易センター台東館 台東区花川戸２－６－５ 

東京芸術劇場 豊島区西池袋１－８－１ 

青梅合同庁舎 青梅市新町６－７－１ 

味の素スタジアム 調布市西町３７６－３ 

 

49 



新（変更案） 旧（現行） 

 
 

 

区市町村教育委員会 
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別紙14 「≪被災情報の収集・報告系統≫」 （P.38 第3章第2節）   



新（変更案） 旧（現行） 

別紙15 「≪収集・管理すべき資料≫」 （P.52 第3章第4節） 

情  報 内  容 管理方法 

都 地 図 

・都対策本部職員等が同一の地図を共有し、卓上に

広げることが可能な大きさの地図 

・地形の起伏や河川の位置等の地理的な状況が明ら

かなもの 

・国民保護用地図

（1/50000） 

・広域防災電子地図 

（ＧＩＳ） 

人   口 
・区市町村別の人口・世帯数 

・昼夜別の人口データ 

・資料編に収録 

（資料編４－１、２） 

道 路 網 

・避難経路として想定される高速道路、国道、都道

等の幹線的な道路のリスト 

・国民保護用地図

（1/50000） 

・広域防災電子地図 

（ＧＩＳ） 

輸 送 力 

・鉄道、バス、船舶等の運送事業者や公共交通機関

の保有する輸送力のデータ 

・鉄道網やバス網、保有車両数などの図及びデータ 

・資料編に収録（詳細

データは別途保管） 

（資料編４－３） 

避 難 施 設 

・避難住民の収容能力や屋内外の別についてのデー

タ 

・資料編に収録 

（資料編４－５） 

※データベース化後は

電子情報で管理 

大規模集客施設 

・施設の種別や規模等についてのデータ（＊） ・詳細データは別途保

管 

（施設の概要は、資料

編４－６） 

関係機関連絡先 
・国、区市町村、民間事業者等一覧 ・資料編に収録 

（資料編３） 

 

                                            
（＊）

大規模集客施設の把握は、警報等の伝達や安否情報の収集等を行う区市町村が行うことを基本と

し、都は区市町村からの報告を受けて集約・整理するものとする。 
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情  報 内  容 

都 地 図 

・都対策本部職員等が同一の地図を共有し、卓上に広げることが可能な大きさ

の地図 

・地形の起伏や河川の位置等の地理的な状況が明らかなもの 

人   口 
・区市町村別の人口・世帯数 

・昼夜別の人口データ 

道 路 網 ・避難経路として想定される高速道路、国道、都道等の幹線的な道路のリスト 

輸 送 力 
・鉄道、バス、船舶等の運送事業者や公共交通機関の保有する輸送力のデータ 

・鉄道網やバス網、保有車両数などの図及びデータ 

避 難 施 設 ・避難住民の収容能力や屋内外の別についてのデータ 

大規模集客施設 ・施設の種別や規模等についてのデータ（＊＊） 

関係機関連絡先 ・国、区市町村、民間事業者等一覧 

 

                                            
（＊＊）

大規模集客施設の把握は、警報等の伝達や安否情報の収集等を行う区市町村が行うことを基本と

し、都は区市町村からの報告を受けて集約・整理するものとする。 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙16 「≪収集・管理すべき資料≫」 （P.58 第3章第5節) 

情  報 内  容 管理方法 

収 容 施 設 

・長期の収容施設として活用できる土地・建物等

のリスト 

・高齢者、障害者等その他特に配慮を要する者を

収容できる社会福祉施設、宿泊施設、長期避難

住宅、賃貸住宅等のリスト 

・電子情報で管理 

備 蓄 物 資 

調達可能物資 

・大量の食料や飲料水等の生活必需品の備蓄・調

達先のリスト、調達経路 

・仮設住宅建設用、応急修理用の資材の調達方法、

建設業協会のリスト等 

・資料編に収録 

（資料編５－２） 

関係医療機関 
・災害拠点病院などの主要な病院の所在、病床数

等の対応能力についてのデータ（※） 

・電子情報で管理 

救 護 班 ・派遣元、班編成、活動内容等についてのデータ ・電子情報で管理 

火 葬 場 等 
・火葬場等の所在及び対応可能数等についてのデ

ータ 

・資料編に収録 

（資料編５－８） 

関係機関等協定 ・協定書 ・資料編に収録 

関係機関連絡先 ・国、近隣県市、区市町村、民間事業者等一覧 
・資料編に収録 

（資料編３） 
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情  報 内  容 

収 容 施 設 

・長期の収容施設として活用できる土地・建物等のリスト 

・高齢者、障害者等の要配慮者を収容できる社会福祉施設等、宿泊施

設、応急仮設住宅等のリスト 

備 蓄 物 資 

調達可能物資 

・大量の食料や飲料水等の生活必需品の備蓄・調達先のリスト、調達

経路 

・仮設住宅建設用、応急修理用の資材の調達方法、建設業協会のリス

ト等 

関係医療機関 
・災害拠点病院などの主要な病院の所在、病床数等の対応能力につい

てのデータ（※） 

救 護 班 ・派遣元、班編成、活動内容等についてのデータ 

火 葬 場 等 ・火葬場等の所在及び対応可能数等についてのデータ 

関係機関等協定 ・協定書 

関係機関連絡先 ・国、近隣県市、区市町村、民間事業者等一覧 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙17 「3 物資・資材の運送体制の整備」 （P.60 第3章第5節） 

 

 

基地 

 （都寄託物資を含む） 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙18 「≪生活関連等施設の種類等及び所管省庁≫」 （P.62 第3章第6節） 
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国民保護 

法施行令 
各号 施設・物質の種類 所管省庁名 

第２７条 

  １号  発電所、変電所   経済産業省 

  ２号  ガス工作物   経済産業省 

  ３号  取水施設、貯水施設、浄水施設、 

 配水池 

  厚生労働省 

  ４号  鉄道施設、軌道施設   国土交通省 

  ５号  電気通信事業用交換設備   総務省 

  ６号  放送用無線設備   総務省 

  ７号  水域施設、係留施設   国土交通省 

  ８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航

空保安施設 

  国土交通省 

  ９号 ダム   国土交通省 

  10号 危険物質等（国民保護法施行令第28条）の取扱所 

 

第２８条   １号  危険物   総務省消防庁 

  ２号  毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）   厚生労働省 

  ３号  火薬類   経済産業省 

  ４号  高圧ガス   経済産業省 

  ５号  核燃料物質（汚染物質を含む。） 原子力規制委員会 

  ６号  核原料物質 原子力規制委員会 

  ７号  放射性同位元素（汚染物質を含 

 む。） 

  原子力規制委員会 

  ８号  毒薬・劇薬（薬事法）   厚生労働省、農林水産省 

  ９号  電気工作物内の高圧ガス   経済産業省 

  10号  生物剤、毒素   各省庁（主務大臣） 

  11号  毒性物質   経済産業省 

 

 

国民保護 

法施行令 
各号 施設・物質の種類 所管省庁名 

第２７条 

  １号  発電所、変電所   経済産業省 

  ２号  ガス工作物   経済産業省 

  ３号  取水施設、貯水施設、浄水施設、 

 配水池 

  厚生労働省 

  ４号  鉄道施設、軌道施設   国土交通省 

  ５号  電気通信事業用交換設備   総務省 

  ６号  放送用無線設備   総務省 

  ７号  水域施設、係留施設   国土交通省 

  ８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航

空保安施設 

  国土交通省 

  ９号 ダム   国土交通省 

  10号 危険物質等（国民保護法施行令第28条）の取扱所 

 

第２８条   １号  危険物   総務省消防庁 

  ２号  毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）   厚生労働省 

  ３号  火薬類   経済産業省 

  ４号  高圧ガス   経済産業省 

  ５号  核燃料物質（汚染物質を含む。）   文部科学省、経済産業省 

 

  ６号  核原料物質   文部科学省、経済産業省 

 

  ７号  放射性同位元素（汚染物質を含 

 む。） 

  文部科学省 

 

  ８号  毒薬・劇薬（薬事法）   厚生労働省、農林水産省 

  ９号  電気工作物内の高圧ガス   経済産業省 

  10号  生物剤、毒素   各省庁（主務大臣） 

  11号  毒性物質   経済産業省 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙19 「（3）構成」 （P.70 第4章第1節） 

役  職 構成員 

本部長 知事 

副本部長 副知事、出納長及び警視総監 

本部員 本部を構成する局の局長、危機管理監及び知事が任命する

職員 

局長 局長 

危機管理監 危機管理監 

地方隊長 支庁長 

本部派遣員 本部長の求めに応じて派遣された関係機関等の職員 

本部連絡員 局長が局に所属する職員のうちから指名 

その他の都本部の

職員 

局長及び支庁長が指名する職員 

 

役  職 構成員 

本部長 知事 

副本部長 副知事、警視総監及び消防総監 

本部員 本部を構成する局の局長、危機管理監及び知事が任命する

職員 

局長 局長 

危機管理監 危機管理監 

地方隊長 支庁長 

本部派遣員 本部長の求めに応じて派遣された関係機関等の職員 

本部連絡員 局長が局に所属する職員のうちから指名 

その他の都本部の

職員 

局長及び支庁長が指名する職員 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙20 「≪東京都国民保護対策本部の構成≫」 （P.71 第4章第1節） 

 
 

（警視総監） 

（消防総監） 

政
策
企
画
局 

会
計
管
理
局 

収
用
委
員
会
事
務
局 

労
働
委
員
会
事
務
局 

監
査
事
務
局 

人
事
委
員
会
事
務
局 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局 

教
育
庁 

下
水
道
局 

 
 

   

（流
域
下
水
道
本
部
） 

水
道
局 

 
 

 
 

 
 

（多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部
） 

交
通
局 

会
計
管
理
局 

港
湾
局 

建
設
局 

中
央
卸
売
市
場 

産
業
労
働
局 

病
院
経
営
本
部 

福
祉
保
健
局 

環
境
局 

都
市
整
備
局 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局 

生
活
文
化
局 

主
税
局 

財
務
局 

総
務
局 

 
 

 
 

 

（職
員
共
済
組
合
事
務
局
） 

青
少
年
・治
安
対
策
本
部 

政
策
企
画
局 

56 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙21 「③ 各局の分掌事務」 （P.72 第4章第1節） 

局 名 等 分  掌  事  務 

知 事 本 局 

 

1 報道機関との連絡及び放送要請に関すること 

2 大使館等との情報連絡及び調整に関すること 

 

3 その他特命に関すること 

青少年・治安対策本部  災害時における他局の応援に関すること 

総 務 局 

 

1 都対策本部に関すること 

2 国民保護に関わる自衛隊及び関係機関との連絡調整に関すること 

3 区市町村の指導連絡に関すること 

4 被災情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること 

5 安否情報の収集・提供に関すること 

6  特殊標章（赤十字標章を除く）の交付、許可に関すること 

7 都対策本部における通信施設の保全に関すること 

8  職員の動員及び給与に関すること 

9  土地等の使用に関すること 

10  都庁舎の安全確保に関すること 

 

11 前各号に掲げるもののほか、国民保護対策の連絡調整に関するこ

と 

財 務 局 

1 国民保護関係予算その他財務に関すること 

2 車両の調達に関すること 

3 緊急通行車両確認標章の発行等に関すること 

4 本庁舎の防災及び維持管理に関すること 

5 野外収容施設の設営に関すること  

 

 

局 名 等 分  掌  事  務 

政 策 企 画 局 

1 報道機関との連絡及び放送要請に関すること 

2 大使館等との情報連絡及び調整に関すること 

3 災害時における他の局の応援に関すること 

4 その他特命に関すること 

青少年・治安対策本部  災害時における他の局の応援に関すること 

総 務 局 

 

1 都対策本部に関すること 

2 国民保護に関わる自衛隊及び関係機関との連絡調整に関すること 

3 区市町村の指導連絡に関すること 

4 被災情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること 

5 安否情報の収集・提供に関すること 

6  特殊標章（赤十字標章を除く）の交付、許可に関すること 

7 都対策本部における通信施設の保全に関すること 

8  職員の動員及び給与に関すること 

9  土地等の使用に関すること 

10  都庁舎の安全確保に関すること 

11 災害時における他の局の応援に関すること 

12 前各号に掲げるもののほか、国民保護対策の連絡調整に関するこ

と 

財 務 局 

1 国民保護関係予算その他財務に関すること 

2 車両の調達に関すること 

3 緊急通行車両確認標章の発行等に関すること 

4 本庁舎の防災及び維持管理に関すること 

5 野外収容施設の設営に関すること  

6 災害時における他の局の応援に関すること 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙22 「③ 各局の分掌事務」 （P.73 第4章第1節） 
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主 税 局 
1 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること 

2 他局及び区市町村の応援に関すること 

生 活 文 化 局 

1  災害に関する広報及び広聴(被災者等からの相談業務に関する事項

を含む。)に関すること 

2  写真等による情報の収集及び記録に関すること 

3  在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

4  災害時のボランティア等の支援に係る総合調整に関すること 

 

（新規） （新規） 

都 市 整 備 局 

1  都市整備の基本的事項に関すること 

2 応急仮設住宅等の確保及び応急修理に関すること 

3 住宅等の建設、補修等のための融資等に関するこ 

 と 

4 都営住宅等の保全に関すること 

5 災害時の他局の応援に関すること 

 

環   境   局 

1 高圧ガス及び火薬類の法令に定める施設についての情報連絡及び

緊急措置に関すること 

2 ごみの処理に係る広域連絡に関すること 

3 仮設トイレ等によるし尿処理に係る広域連絡に関すること 

4 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること 

 

福 祉 保 健 局 

1 医療及び防疫に関すること 

2 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救護、安全確保及び支援に関するこ

と 

3 救援物資の備蓄、運送及び配分に関すること 

4 避難者の運送及び避難施設の設営に関すること 

5 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること 

6 義援金品の受領及び配分に関すること 

7 赤十字標章の交付、許可に関すること 

 

8 前各号に掲げるもののほか、保健衛生、救援及び保護に関すること（他の

局に属するものを除く。）。 

病 院 経 営 本 部 
都立病院の医療救護活動に関すること 

 

産 業 労 働 局 

1 農林、漁業施設等の保全に関すること 

2 営農指導及び家畜防疫に関すること 

3 救援物資の確保及び調達に関すること 

4 中小企業及び農林漁業団体等との対策に関すること 

 

中 央 卸 売 市 場 

 生鮮食料品等の確保に関すること 

 

 

主 税 局 
1 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること 

2 災害時における他の局及び区市町村の応援に関すること 

生 活 文 化 局 

1  災害に関する広報及び広聴(被災者等からの相談業務に関する事項

を含む。)に関すること 

2  写真等による情報の収集及び記録に関すること 

3  在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

4  災害時のボランティア等の支援に係る総合調整に関すること 

5 災害時における他の局の応援に関すること 

オリンピック・パラリ

ンピック準備局 

1 オリンピック・パラリンピック準備局が管理する施設の保全に関すること 

2 災害時における他の局の応援に関すること 

都 市 整 備 局 

1  都市整備の基本的事項に関すること 

2 応急仮設住宅等の確保及び応急修理に関すること 

3 被災者が行う住宅等の建設、補修等のための応急融資等に関するこ 

 と 

4 都営住宅等の保全に関すること 

5 災害時における他の局の応援に関すること 

6 米軍施設等との情報連絡及び調整に関すること 

環   境   局 

1 高圧ガス及び火薬類の法令に定める施設についての情報連絡及び

緊急措置に関すること 

2 ごみの処理に係る広域連絡に関すること 

3 仮設トイレ等によるし尿処理に係る広域連絡に関すること 

4 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること 

5 災害時における他の局の応援に関すること 

福 祉 保 健 局 

1 医療及び防疫に関すること 

2 高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦等の救護、安全確保及び支援

に関すること 

3 救援物資の備蓄、運送及び配分に関すること 

4 避難者の運送及び避難所の設営に関すること 

5 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること 

6 義援金の募集・受付・配分及び義援物資の取扱いに関すること 

7 赤十字標章の交付、許可に関すること 

8 災害時における他の局の応援に関すること 

9 前各号に掲げるもののほか、保健衛生、救援及び保護に関すること（他の

局に属するものを除く。） 

病 院 経 営 本 部 
1 都立・公社病院の医療救護活動に関すること 

2 災害時における他の局の応援に関すること 

産 業 労 働 局 

1 農林、漁業施設等の保全に関すること 

2 営農指導及び家畜防疫に関すること 

3 救援物資の確保及び調達に関すること 

4 中小企業及び農林漁業団体等との対策に関すること 

5 災害時における他の局の応援に関すること 

中 央 卸 売 市 場 

1 生鮮食料品等の確保に関すること 

2 中央卸売市場が管理する施設の保全に関すること 

3 災害時における他の局の応援に関すること 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙23 「③ 各局の分掌事務」 （P.74 第4章第1節） 
 

59 

建 設 局 

1 河川管理施設及び海岸保全施設の保全に関すること 

2 道路及び橋梁の保全に関すること 

3 水防に関すること 

4 河川、道路等における障害物の除去に関すること 

5 公園の保全及び災害時の利用に関すること 

 

港 湾 局 

1 港湾施設、海岸保全施設、都営漁港及び都営空港の保全並びに復旧に

関すること 

2 運送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路の障害物の除去

に関すること 

3 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保及び在港船舶の整理に関する

こと 

4 運送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達に関するこ

と 

5 港湾及び都営漁港における流出油の防除に関すること 

6 災害活動に要する海上公園及び未利用埋立地の確保に関すること 

 

出 納 長 室 

 

国民保護措置に必要な現金・物品の出納及び保管に関すること 

 

交 通 局 

1 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること 

2 電車、バス等による運送に関すること 

 

水 道 局 

1 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

2 応急給水に関すること 

 

下 水 道 局 

1 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

2 仮設トイレのし尿処理に関すること 

 

教 育 庁 

1 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること 

2 被災児童及び生徒の学用品の供給に関すること 

3 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること  

4 避難所の開設及び管理運営に対する協力に関すること  

5 文化財の保護に関すること 

 

選挙管理委員会事務局 

人 事 委 員 会 事 務 局 

監 査 事 務 局 

労 働 委 員 会 事 務 局 

収 用 委 員 会 事 務 局 

災害時における他局の応援に関すること 

 

建 設 局 

1 河川管理施設及び海岸保全施設の保全に関すること 

2 道路及び橋梁の保全に関すること 

3 水防に関すること 

4 河川、道路等における障害物の除去に関すること 

5 公園の保全及び災害時の利用に関すること 

6 災害時における他の局の応援に関すること 

港 湾 局 

1 港湾施設、海岸保全施設、都営漁港及び都営空港の保全並びに復旧に

関すること 

2 輸送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路の障害物の除去

に関すること 

3 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保及び在港船舶の整理に関する

こと 

4 輸送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達に関するこ

と 

5 港湾及び都営漁港における流出油の防除に関すること 

6 災害活動に要する海上公園及び未利用埋立地の確保に関すること 

7 災害時における他の局の応援に関すること 

会 計 管 理 局 
1 国民保護措置に必要な現金・物品の出納及び保管に関すること 

2 災害時における他の局の応援に関すること 

交 通 局 

1 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること 

2 電車、バス等による運送に関すること 

3 災害時における他の局の応援に関すること 

水 道 局 

1 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

2 応急給水に関すること 

3 災害時における他の局の応援に関すること 

下 水 道 局 

1 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

2 仮設トイレ等のし尿の受け入れ・処理に関すること 

3 災害時における他の局の応援に関すること 

教 育 庁 

1 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること 

2 被災児童及び生徒の学用品の供給に関すること 

3 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること  

4 避難所の開設及び管理運営に対する協力に関すること  

5 文化財の保護に関すること 

6 災害時における他の局の応援に関すること 

選挙管理委員会事務局 

人 事 委 員 会 事 務 局 

監 査 事 務 局 

労 働 委 員 会 事 務 局 

収 用 委 員 会 事 務 局 

災害時における他の局の応援に関すること 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙24 「③ 各局の分掌事務」 （P.75 第4章第1節） 
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警 視 庁 

1 被災者の救出及び避難誘導に関すること 

2 行方不明者の捜索及び遺体の調査に関すること 

3 警報伝達の協力に関すること 

4 災害時における交通規制に関すること 

5 避難住民の誘導に関すること 

6 生活関連等施設の安全確保に対する協力に関すること 

7 関係県警察との連携に関すること 

8 前各号に掲げるもののほか、治安に関すること 

東 京 消 防 庁 

1 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること 

2 消火、救助・救急に関すること 

3 危険物等の措置に関すること 

4 避難住民の誘導に関すること 

5 警報伝達の協力に関すること 

6 消防団との連携に関すること 

7 生活関連等施設の安全確保に対する協力に関すること 

8 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること 

 

警 視 庁 

1 被災者の救出及び避難誘導に関すること 

2 行方不明者の捜索及び遺体の見分に関すること 

3 警報伝達の協力に関すること 

4 災害時における交通規制に関すること 

5 避難住民の誘導に関すること 

6 生活関連等施設の安全確保に対する協力に関すること 

7 関係県警察との連携に関すること 

8 前各号に掲げるもののほか、治安に関すること 

東 京 消 防 庁 

1 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること 

2 消火、救助・救急に関すること 

3 危険物等の措置に関すること 

4 避難住民の誘導に関すること 

5 警報伝達の協力に関すること 

6 消防団との連携に関すること 

7 生活関連等施設の安全確保に対する協力に関すること 

8 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙25 「(7) 都対策本部長の補佐組織」 （P.77 第4章第1節） 

班 所       掌 

情 報 統 括 ・都対策本部長の重要な意思決定に係る補佐 

指 令 班 

・都対策本部会議の運営に関する事項 

・都対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的

な指示 

調 整 班 

・都が行う国民保護措置に関する調整 

・他の道府県に対する応援の求め、広域緊急援助隊、緊急消

防援助隊の派遣要請及び受入等広域応援に関する事項 

・指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣

要請に関する事項 

情 報 班 

・次の情報に関する国、他の道府県、区市町村等関係機関か

らの情報収集、整理及び集約 

 ○ 被災情報 ○ 避難や救援の実施状況 

 ○ 安否情報 

 ○ その他指令班等から収集を依頼された情報 

・都対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録 

設 備 班 

・通信回線や通信機器の確保 

・ヘリコプターテレビ電送システム等からの映像の収集、配

信 

広 報 班 
・被災状況や都県対策本部における活動内容の公表 

・報道機関との連絡調整等対外的な広報活動 

支 援 班 
・都対策本部員や都対策本部職員のローテーション管理 

・食料の調達等庶務に関する事項 
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（削除） 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙26 「(8) 都対策本部の設置場所」 （P.78 第4章第1節） 

 施  設  名 場    所 

第１順位 東京都立川地域防災センター 立川市緑町３２３３－２ 

第２順位 旧知事公館 渋谷区松涛１－７ 

第３順位 

東京国際フォーラム 千代田区丸の内３－５－１ 

産業貿易センター台東館 台東区花川戸２－６－５ 

東京芸術劇場 豊島区西池袋１－８－１ 

青梅合同庁舎 青梅市新町６－７－１ 

味の素スタジアム 調布市西町３７６－３ 

 

 施  設  名 場    所 

第１順位 東京都立川地域防災センター 立川市緑町３２３３－２ 

（削除） （削除） （削除） 

第２順位 

東京国際フォーラム 千代田区丸の内３－５－１ 

産業貿易センター台東館 台東区花川戸２－６－５ 

東京芸術劇場 豊島区西池袋１－８－１ 

青梅合同庁舎 青梅市新町６－７－１ 

味の素スタジアム 調布市西町３７６－３ 
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新（変更案） 旧（現行の記述） 

別紙27 「（１）住民避難に必要な資料・情報の集約」 （P.98 第4章第3節）  

情  報 内  容 管理方法 

都 地 図 

・都対策本部職員等が同一の地図を共有し、

卓上に広げることが可能な大きさの地図 

・地形の起伏や河川の位置等の地理的な状況

が明らかなもの 

・国民保護用地図（1/50000） 

・広域防災電子地図（ＧＩＳ） 

人 口 
・区市町村別の人口・世帯数 

・昼夜別の人口データ 

・資料編に収録 

（資料編４－１、２） 

道 路 網 

・避難経路として想定される高速道路、国道、

都道等の幹線的な道路のリスト 

・国民保護用地図（1/50000） 

・広域防災電子地図（ＧＩＳ） 

輸 送 力 

・鉄道、バス、船舶等の運送事業者や公共交

通機関の保有する輸送力のデータ 

・鉄道網やバス網、保有車両数などの図及び

データ 

・資料編に収録（詳細データは

別途保管）  （資料編４－３） 

避 難 施 設 

・避難住民の収容能力や屋内外の別について

のデータ 

 

・資料編に収録（資料編４－５） 

※データベース化後は電子情報

で管理 

大規模集客施設 
・施設の種別や規模等についてのデータ（＊） ・詳細データは別途保管 

（施設の概要は、資料編４－６） 

関係機関連絡先 ・国、区市町村、民間事業者等一覧 ・資料編に収録  （資料編３） 

 

                                            
（＊）

大規模集客施設の把握は、警報等の伝達や安否情報の収集等を行う区市町村が行うことを基本と

し、都は区市町村からの報告を受けて集約・整理するものとする。 
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情  報 内  容 

都 地 図 

・都対策本部職員等が同一の地図を共有し、卓上に広げることが可能な大きさの

地図 

・地形の起伏や河川の位置等の地理的な状況が明らかなもの 

人 口 
・区市町村別の人口・世帯数 

・昼夜別の人口データ 

道 路 網 ・避難経路として想定される高速道路、国道、都道等の幹線的な道路のリスト 

輸 送 力 
・鉄道、バス、船舶等の運送事業者や公共交通機関の保有する輸送力のデータ 

・鉄道網やバス網、保有車両数などの図及びデータ 

避 難 施 設 
・避難住民の収容能力や屋内外の別についてのデータ 

 

大規模集客施設 ・施設の種別や規模等についてのデータ（＊） 

関係機関連絡先 ・国、区市町村、民間事業者等一覧 

 

                                            
（＊）

大規模集客施設の把握は、警報等の伝達や安否情報の収集等を行う区市町村が行うことを基本と

し、都は区市町村からの報告を受けて集約・整理するものとする。 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙28 「図－Ⅲ 時間的余裕がありかつ局地的な事態」 （P.103 第4章第3節） 

要配慮者 

 

要配慮者 
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新（変更案） 旧（現行の記述） 

別紙29 「図－Ⅳ 時間的余裕がありかつ広範囲な事態」 （P.103 第4章第3節） 

要配慮者 

要
配
慮
者 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙30 「（2）救援措置を行うために必要な資料・情報の集約」 （P.105 第4章第3節）  

情  報 内  容 管理方法 

収 容 施 設 

・長期の収容施設として活用できる土地・建物等

のリスト 

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者を収

容できる社会福祉施設、宿泊施設、長期避難住

宅、賃貸住宅等のリスト 

・電子情報で管理 

備 蓄 物 資 

調達可能物資 

・大量の食料や飲料水等の生活必需品の備蓄・調

達先のリスト、調達経路 

・仮設住宅建設用、応急修理用の資機材の調達方

法、建設業協会のリスト等 

・資料編に収録 

（資料編５－２） 

関係医療機関 
・災害拠点病院などの主要な病院の所在、病床数

等の対応能力についてのデータ（※） 

・電子情報で管理 

救 護 班 ・派遣元、班編成、活動内容等についてのデータ ・電子情報で管理 

火 葬 場 等 
・火葬場等の所在及び対応可能数等についてのデ

ータ 

・資料編に収録 

（資料編５－８） 

関係機関等協定 ・協定書 ・資料編に収録 

関係機関連絡先 ・国、区市町村、民間事業者等一覧 
・資料編に収録 

（資料編３） 
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情  報 内  容 

収 容 施 設 

・長期の収容施設として活用できる土地・建物等のリスト 

・高齢者、障害者等の要配慮者を収容できる社会福祉施設等、宿泊施設、

応急仮設住宅等のリスト 

備 蓄 物 資 

調達可能物資 

・大量の食料や飲料水等の生活必需品の備蓄・調達先のリスト、調達経

路 

・仮設住宅建設用、応急修理用の資機材の調達方法、建設業協会のリス

ト等 

関係医療機関 
・災害拠点病院などの主要な病院の所在、病床数等の対応能力について

のデータ（※） 

救 護 班 ・派遣元、班編成、活動内容等についてのデータ 

火 葬 場 等 ・火葬場等の所在及び対応可能数等についてのデータ 

関係機関等協定 ・協定書 

関係機関連絡先 ・国、近隣県市、区市町村、民間事業者等一覧 

 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙31 「≪危険物質等の種類及び知事が命ずることのできる措置一覧≫」 （P.111 第4章第3節） 

物質の種類 区分 

措置 

１ 

号 

２ 

号 

３ 

号 

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 2 条第

7 項の危険物（同法第 9条の 4の指定数量以

上のものに限る。） 

消防法第 11 条第 1 項第 1 号の消防本部等所

在区市町村の区域に設置される製造所、貯蔵

所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）又

は一の消防本部等所在区市町村の区域のみ

に設置される移送取扱所において貯蔵し、又

は取り扱うもの（稲城市、東久留米市を除

く。） 

消
防
法
第
12
条 

の
３ 

○ ○ 

消防法第 11 条第 1 項第 1 号の消防本部等所

在市町村以外の区市町村の区域に設置され

る製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱

所を除く。）又は移送取扱所（二以上の都道

府県の区域にわたって設置されるもの及び

一の消防本部等所在区市町村の区域のみに

設置されるものを除く。）において貯蔵し、

又は取り扱うもの 

毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303

号）第 2条第 1項の毒物及び同条第 2項の劇

物（同法第 3条第 3項の毒物劇物営業者、同

法第 3条の 2第 1項の特定毒物研究者並びに

当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取

り扱うものに限る。） 

毒物及び劇物取締法第 4条第 1項の登録を受

けた者が取り扱うもの（都知事が当該登録の

権限を有する場合） 

○ ○ ○ 

毒物及び劇物取締法第 3条の 2第 1項の特定

毒物研究者又は同法第 2条第 1項の毒物及び

同条第 2 項の劇物を業務上取り扱う者が取

り扱うもの 

 

物質の種類 区分 

措置 

１ 

号 

２ 

号 

３ 

号 

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 2 条第

7 項の危険物（指定数量以上のものに限る。） 

消防法第 11 条第 1 項第 1 号の消防本部等所

在区市町村の区域に設置される製造所、貯蔵

所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）又

は一の消防本部等所在区市町村の区域のみ

に設置される移送取扱所において貯蔵し、又

は取り扱うもの（稲城市を除く。） 

消
防
法
第
12
条 

の
３ 

○ ○ 

消防法第 11 条第 1 項第 1 号の消防本部等所

在区市町村以外の区市町村の区域に設置さ

れる製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取

扱所を除く。）又は移送取扱所（二以上の都

道府県の区域にわたって設置されるもの及

び一の消防本部等所在区市町村の区域のみ

に設置されるものを除く。）において貯蔵し、

又は取り扱うもの 

毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303

号）第 2条第 1項の毒物及び同条第 2項の劇

物（同法第 3条第 3項の毒物劇物営業者、同

法第 3条の 2第 1項の特定毒物研究者並びに

当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取

り扱うものに限る。） 

毒物及び劇物取締法第 4条第 1項の登録を受

けた者が取り扱うもの（都知事が当該登録の

権限を有する場合） 

○ ○ ○ 

毒物及び劇物取締法第 3条の 2第 1項の特定

毒物研究者又は同法第 2条第 1項の毒物及び

同条第 2 項の劇物を業務上取り扱う者が取

り扱うもの 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙32 「≪医療救護活動の命令・要請及び情報連絡系統≫」 （P.142 第４章第４節） 

•141 -  

 

 
 

 

 

災害拠点病院等 

東
京
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

- 141 -  

区
市
保
健
所 

地
区
薬
剤
師
会 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙33 「≪消防の指揮・命令系統≫」 （P.147 第4章第4節） 

 

 

 

稲城市・大島町・三宅村・八丈町 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙34 「≪被災情報の収集・報告系統≫」 （P.160 第4章第4節） 
 
 

 

区市町村教育委員会 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙35 「≪報告様式≫」 （P.162 第4章第4節）  

備考

連絡先その他
安否の確認に
必要と認めら
れる情報

負傷又
は疾病
の状況

居 所
その他個人
を識別する
ための情報

国籍住 所
男女
の別

出生の
年月日

フリ
ガナ

氏 名
同意の
有無

武力攻撃災害
により死亡し又
は負傷した住民
に該当するか否
かの別

避難住民
に該当す
るか否か
の別

備 考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死
亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。

３ 「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。
この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、当該条件を「備考」欄に記入すること。

４ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
５ 「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。
６ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、
加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死体の所在」を記入すること。
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（削除） 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙36 「≪照会様式≫」 （P.162 第4章第4節）  
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（削除） 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙37 「≪回答様式≫」 （P.163 第4章第4節） 

様式第３号（第３条関係） 

安 否 情 報 回 答 書 

年   月   日  

            殿 

 

 

            総務大臣 

（都道府県知事） 

（市町村長） 

 

   年   月   日付けで照会があった安否情報について、下記の  

とおり回答します。 

避難住民に該当するか否か

の別 

 

 

武力攻撃災害により死亡し

又は負傷した住民に該当す

るか否かの別 

 

 

住 所 
 

 

氏 名 
 

 
照会に係る者 

フリガナ 
 

 

出生の年月日 
 

 
男 女 の 別  

国 籍 

（日本国籍を有しない者に限る。） 

 

 

その他個人を識別す

るための情報 
 

居 所 
 

 

負傷又は疾病

の状況 
 

連絡先その他安否

の確認に必要と認

められる情報 

 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武

力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、

「負傷」又は「非該当」と記入すること。 

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死

体の所在」を記入すること。 
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（削除） 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙38 「(1)全島避難の基本的な流れ」 （P.188 第5章第1節） 

要配慮者（病人等）は 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙39 「2 都対策本部設置指定前にテロ等が発生した場合」 （P.206 第7章第3節） 

◆危機情報収集体制 
 情報収集・分析 等 
（事案発生の情報が曖昧な場合等） 

◆危機管理対策会議 
 情報の収集・分析、対応策の検討、 
 総合調整 等 

◆災害即応対策本部 
 突発的かつ局地的な災害に対し、国民 
保護対策本部を立ち上げるまでの間 

75 



新（変更案） 旧（現行） 

別紙40 「≪例（大規模爆弾テロ）≫」 （P.210 第7章第3節） 

危
機
管
理
対
策
会
議 

災
害
即
応
対
策
本
部 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙41 「Ⅲ 時間的余裕がありかつ局地的な事態の場合」 （P.232 第8章第1節） 

要配慮者 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙42 「Ⅳ 時間的余裕がありかつ広範囲な事態の場合」 （P.233 第8章第1節） 

要配慮者 

要
配
慮
者 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙43 「Ⅴ 島しょ地域の全島避難の場合」 （P.233 第8章第1節） 

要配慮者（病人等）は 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙44 「≪要配慮者の支援の概要≫」 （P.237 第8章第1節） 

 

 

 

 

（要配慮者） 
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新（変更案） 旧（現行） 

別紙45 「≪緊急物資等の配送の概要≫」 (P.238 第8章第1節)  

 

 

基地 

 （都寄託物資を含む） 
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